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物品売買契約書（案） 

 

売払人 秋田県秋田発電・工業用水道事務所長 近野 一彦（以下「甲」という。）と

買受人 ○○○○○ ○○○○○ ○○○○○（以下「乙」という。）とは、次の条項によ

り物品の売買契約を締結する。 

 

（売買物品） 

第１条 売買物品は、次のとおりとする。 

  秋田工業用水道 不用品売払い １式 

 

（売買代金） 

第２条 物品の売買金額は、○○，○○○円（うち消費税及び地方消費税額○○○円）とする。 

 

（契約期間） 

第３条 契約期間は、令和８年 月  日（ ）から令和８年３月２７日（金）までとする。 

 

（契約保証金） 

第４条 契約保証金は、秋田県公営企業財務規程第○○条の規定による。 

 

（代金の納入） 

第５条 乙は、甲の発行する納入通知書により、納入期限までに代金を納入する。 

 

（引き渡し、搬出期限） 

第６条 甲は、売買代金の納入を確認したときは、次の場所において売買物品を引き渡す。乙

は、その後すみやかに受領書を甲に提出するものとする。 

  秋田市仁井田字新中島地内 

  秋田市新屋町字砂奴寄地内 

２ 売買物品は売買代金納入時の現状有姿とする。 

３ 一度引き渡された売買物品は、いかなる理由があっても返品、交換はできないものと

する。 

４ 乙が売買代金を全額納入したとき、危険負担は乙に移転する。その後に発生した財産

の破損、盗難および焼失などによる損害の負担は、乙が負うものとする。 

５ 搬出の費用は乙が負担する。 

６ 中古品として再販を行う場合は再販に係るすべての責は乙が負うものとする。なお、

廃棄、再販にあたっては関係する法令を遵守し、適正に処理を行うものとする。 

 

（履行遅延の場合における延滞違約金） 

第７条 乙の責に帰すべき事由により契約期間内に対象物件の搬出が完了しない場合におい

ては、甲は、延滞違約金の支払いを乙に請求することができる。 

２ 前項の延滞違約金は、第２条で定める売買金額につき、遅延日数に応じ年２．５％の割合

で計算した額とする。ただし、計算して求めた額の総額が１００円未満のものについてはこ

れを免除する。 
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（機密漏洩の禁止） 

第８条 乙又は乙に関わる従業員は、本契約に基づき知り得た甲の業務上の機密を外部に漏ら

し、又は他の目的に利用してはならない。なお、この契約期間終了後または解約後において

も同様とする。 

 

（契約の解除） 

第９条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することがで

きる。この場合において、乙は契約解除により生じた損害の賠償を請求することができ

ない。 

 

（個人情報の保護） 

第10条 乙は、この契約による事業を実施するための個人情報の取り扱いについては、別記「個

人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

 

（協議） 

第11条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じた場合は、甲乙協議して定

める。 

 

（専属的合意管轄裁判所） 

第12条 前条の協議によってもこの契約の履行に係る紛争が解決できない場合は、甲の所在地

を管轄する裁判所で紛争を解決するものとする。 

 

 

この契約の締結を証するため、本契約書を２通作成し、両者記名押印のうえ各自その１通を

保有する。 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

                甲  秋田県秋田市仁井田字新中島７７０－１ 

                            秋田県秋田発電・工業用水道事務所 

所長 近野 一彦   印 

 

 

                乙  ○○○○○○○○○○○○ 

                            ○○○○○ 

○○○○○ ○○○○○   印 
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個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項

（基本的事項）

第１ 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約の業務の実施にあたっては個人の権利利益

を侵害することのないよう、個人情報の取り扱いを適正に行わなければならない。

（秘密の保持）

第２ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。こ

の契約による業務が終了し、又はこの契約が解除された後においても、同様とする。

（収集の制限）

第３ 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、業務を達成するために必

要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

（適正管理）

第４ 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の

個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

（目的外利用及び提供の禁止）

第５ 乙は、甲の指示又は承認があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を

契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。

（複写又は複製の禁止）

第６ 乙は、甲の承認あるときを除き、この契約の業務を処理する為に甲から引き渡された個人情報

が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。

（再委託の禁止）

第７ 乙は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲の承認があ

るときを除き、第三者にその取り扱いを委託又はこれに類する行為をしてはならない。

（資料等の返還等）

第８ 乙は、この契約を処理するために甲から引き渡され、又は乙自らが収集し、若しくは作成した

個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、

甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。

（従事者への周知）

第９ 乙は、この契約に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもその業務に関して知

り得た個人情報をみだりに漏らしてはならないこと、又は、不当な目的に使用してはならないこと、

その他個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。

（実地調査）

第10 甲は、必要があると認めたときは、乙がこの契約による業務の執行にあたり取り扱っている個

人情報の状況について、随時実地に調査するとができる。

（事故発生時における報告）

第11 乙は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速

やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。


